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論文内容の要旨

「諌誇j とは、たとえ相手の意に逆らってでも、目上の人の非を改めさせようと言い争うことをしづ。

本論文は、思想、史研究の立場から、中国古代における「諌誇」の思想、の成立と展開について検討したものである。

全体は、対象とする文献に沿ってほぼ時代順に区分され、本論は、 「春秋時代の「諌詩J についてJ r戦国時代にお

ける「諌誇j についてJ r秦・漢(前漢)における「諌誇j についてJ r後漢における「諌詩」についてJ の四章か

らなり、官頭に、先行研究の状況をまとめた「序論」、末尾に、本論を総括した「結論」を配置する。

まず序論では、中国思想史の重要語である「忠J r孝」概念の検討が『孝経』を中心に行われてきたものの、それ

らと密接な関係にある「諌誇J については、あまり論及されてこなかったこと、また、その理解が、 『論語~ ~孟子』

『萄子~ ~孝経』のみを手がかりとして極めて単純に捉えられてきたことなどを指摘する。

その上で、本論では、改めて、それら諸文献における「諌誇J の用例を精査し、各々の意味を再検討するとともに、

従来の研究ではほとんど取り上げられることのなかった『墨子~ ~曇子春秋~ ~韓非子~ ~白虎通義』などの用例に

注目し、検討を進める。

その結果、従来、 「諌誇J が父子聞の「諌誇J と君臣間の「諌誇」に大別された上で、父子間のそれが、穏やかに

非を諭す「微諌」から厳しく正す「強諌」へと変化し、逆に、君臣間のそれが、 「強諌」から「微諌」へと変化した

と図式的に捉えられてきたことを批判し、古代中国の「諌誇」が単純な強弱論で捉えられるものではないことを明ら

かにした。また儒家の諌詩論の特徴が父子聞の諌誇にあったこと、『韓非子』の諌詩論には、諌詩を受け入れる恨IJ (君

主)の資質に注目する見解があったこと、 『白虎通義』には、漢代における儒教国教化を受けた諌誇論の集約が見ら

れること、などを明らかにする。

論文審査の結果の要旨

本論文は、これまで先秦時代の儒家文献を手がかりとして断片的に捉えられるに過ぎなかった「諌誇j の思想に注

目し、その成立から後漢時代に至るまでの展開を追究した意欲的な研究である。従来の極めて単純な図式的捉え方が

本論文によって是正されたことは大きな収穫の一つである。また、本論文が、『墨子~ ~曇子春秋~ ~韓非子』など他
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学派の重要文献に注目し、そこから改めて儒家の諌誇の特色を指摘した点も重要である。さらに、諌誇が後漢以降も

諸文献に見られ、むしろその事例を増加させていくことを考えれば、本論文の成果は、さらに漢代以降の国家論、家

族論などを考える際にも、重要な指標を提供することになろう。

ただ本論文では、各章において取り上げられる文献の資料的問題がやや棚上げされている印象があり、時代と文献

との対応関係が不明確な部分もある。また、『墨子』や『曇子春秋』などを積極的に取り上げ、その諌誇の特徴を指

摘するのは良いが、なぜそうした諌誇論が形成されたのかとしづ思想史的分析がなされないなど、今後の課題とすべ

き点は多い。

とは言え、本論文は、言わば「諌誇の思想、史J を発見した画期的研究で、あり、「諌誇」が中国古代思想史研究の重

要な指標となることを明らかにした。よって、本論文を博士(文学)の学位に値するものと認定する。
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